
北 広 島 町 地 域 産 業 活 性 化

オフィス誘致促進事業補助金

　 町 外 の 企 業 が 北 広 島 町 内 に 事 業 所 を 新 た に

開 設 す る 場 合 、 一 部 費 用 （ 下 記 ） を 補 助 し ま

す 。 詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ で 確 認 で き ま す 。

01

02

03

賃 貸 料
（ 敷 金 、 礼 金 、 共 益 費 な ど は 除 く ）

通 信 回 線 使 用 料

そ の 他
（ 町 長 が 必 要 と 認 め る 経 費 ）

商工観光課
北広島町役場 所 在 地  :  〒 7 3 1 - 1 5 3 3 　 山 県 郡 北 広 島 町 有 田 1 1 2 2

サ イ ト ： h t t p s : / / w w w . t o w n . k i t a h i r o s h i m a . l g . j p

電 話 番 号  :  0 8 2 6 - 7 2 - 7 3 6 8

3 6 か 月 間
※ 事 業 開 始 日 が 属 す る 月 の 翌 月 か ら 起 算

対 象 経 費 合 計 額 の

期 　 　 間

補  助  額

１ ／ ２ 以 内

※ 各 年 度 上 限 有 （ 5 0 万 円 ）

※ 一 事 業 者 あ た り 上 限 有 （ 1 5 0 万 円 ）

申 請 方 法

事 業 所 開 設 の た め の 行 為 に

着 手 し よ う と す る ３ ０ 日 前

ま で に 申 請 書 類 を 提 出

様
式
は

　
　
こ
ち
ら


